
 

 

2020 年 4 月 17 日 

生徒・保護者の皆さんへ 

オルタナティブ・スクールあいち惟の森 校長 青野桐子 

ＮＰＯ法人あいち惟の森 代表理事 伊沢令子 

 

◇昨夜、事務局長の川合から、4/20 からの本校活動の方針について、以下のとおりご案内をしました。 

「4/16 の夜、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象地域が全国に拡大

されました。ついては、COVID-19 対処方針２でお伝えしましたとおり、4/20（月）以降も引き続きオンライ

ンによる学習・活動による惟の森を 5/8（金）まで続けていくこととしたいと思います。」 

◇この方針に従い、「オンライン期間特別時間割（予定）」を作成し、その準備を大車輪で進めてまいりました。 
 
◇しかしながら、急激に慣れないオンラインの準備、実施、保護者の皆さんのネット環境・Zoom 操作だけでなく

惟の森のネット回線環境でも起きた各種トラブルへの対応、生徒のご自宅での個別学習のプリント準備、どん

どん出てくる課題についての長時間の話し合いなどで、スタッフに想定以上の負担がかかり、ここへ来て、体力

的・精神的に調子を崩すスタッフが複数出てきました。 

◇視点２、視点３を大切したいという想いがある中で最大限進めて参りましたが、このままでは、今回の COVID-

19 対処の視点１「健康・命を第一に考える」の対象者のひとつであるスタッフの健康を大きく損ねることにな

る、また、そうした中では、よりよい学びを提供することも難しい、と判断するに至りました。 

［視点１］ 健康・命を第一に考える。 

［視点２］ 生徒の学びや遊びを保障する。 

［視点３］ 休校時の生徒や保護者の家庭の事情を配慮する。 

［視点４］ 医療崩壊など社会への影響を考える。 
 
◇つきましては、昨日・今日の方針転換となってしまい誠に申し訳ありませんが、来週 4 月20 日（月）からのオン

ライン学習・活動について、下記のとおり変更させてください。 
 

＜4月20日（月）からのオンライン学習・活動について（変更）＞ 

 

◇ 4 月 20 日（月）から 24（金）まで、学則第８条第２項に基づき、臨時休業（校）とします。 

※オンライン学習・活動の提供も一旦停止し、行いません。 

◇ この間、学齢やそれぞれの状況に応じて、できるだけ安らかに過ごせますように、持ち帰っていただいた教材

で学習する程度は、各ご家庭の判断にお任せいたします。 

◇ スタッフは、4 月 20 日（月）から 22 日（水）までは自宅で休養とし、23（木）から翌週の準備を始めます。 

◇ 4 月 27 日（月）からの再開内容については、本日伺ったご意見も踏まえ、改めて検討・ご連絡いたします。 

 
 

◇今後も「生徒を誰も置いていかない」＆「惟の森の基本理念を求め続ける」という方針には変わりありません。

ただ今回は、COVID-19 対処に伴う“緊急事態”ということで、ご理解、ご協力いただければと存じます。 

以上 


